五泉市学校給食調理業務共通仕様書
五泉市学校給食調理業務委託に係る仕様は、次のとおりとする。

第１　学校給食調理等の業務内容
１　給食実施日の学校給食調理等の業務（以下「調理業務」という。）内容は、次のとおりとする。
（１）　給食調理業務及び付随する業務
学校の栄養教諭等が作成した献立表に従い、五泉市学校調理場において、主食（米飯）、副食を調理し、主食（米飯）、副食、牛乳、デザートの配食及び食器・器具類の洗浄、消毒、保管、後片付け等の業務。具体的な内容は、次のとおりとする。
①　調理業務等
ア　乙の調理員による検収済食材を冷凍庫、冷蔵庫、食品庫等へ収納する。
イ　調理開始にあたっての食材料の点検、計量、取り出し作業。
ウ　食材料の下洗い、皮剥ぎ、芽取り、本洗い、切菜、加熱（蒸す、茄でる、炒める等仕込み作業）、冷却、混和、成型、粉付け、衣付け、調味、加熱（蒸す、煮る、炒める、揚げる、焼く等の仕上げ作業）など。
②　学級別の配缶（行事食配食を含む）及び学級用運搬車への積み込み
ア　調理した副食等を主食、牛乳、デザート等と共に学級別に配缶し、給食に必要な食器、お盆、箸等を点検し、学級用運搬車に収納する。
イ　上記収納を再確認のうえ、リフトで各階へ運搬する。

ウ　使用後の食器具等をリフトで回収する。

エ　川東中学校給食については、川東小学校給食室で作った給食を、配送車で配送・回収す

る。

③　食器・器具類の洗浄、消毒、保管
ア　食器、お盆、箸、食缶類、汁杓子等器具類の洗浄、点検作業。
イ　学級用運搬車の洗浄、消毒作業。
ウ　翌日の使用準備のため、洗浄済み食器や器具類については、学級毎の数を確認し、食器籠に入れ、消毒保管庫に格納し、乾燥させる。
エ　アの洗浄済み器具類を消毒保管庫へ格納し、乾燥させる。
④　機器類の洗浄及び点検整備
調理使用後の機械、器機類の洗浄及び点検整備作業。
⑤　調理室等の清掃及び整理整頓
作業終了後の調理室、食品庫、検収・下調理室、休憩室、便所等の清掃及び整理整頓。
⑥　厨芥、残菜の処理
ア　調理室、検収室等の厨芥及び残菜の廃棄処理、廃棄物容器のゴミ収集箱への移動や汚物箇所の清掃作業をする。
イ　空き缶、空箱等はゴミ収集箱へ格納する。
⑦　その他，
ア　検査食用として保存食を採取する。毎回原材料及び調理済み食品を、食品ごとに約５０グラムずつ清潔な容器（ビニール袋）に密封し、冷凍庫（一２０℃以下）で２週間以上保存し、所定の用紙に保存日廃棄日を記録する。
イ　食材料の使用量及び残量の点検結果を様式１「食品受払簿」により学校長（以下「校長」という。）に報告するとともに、在庫品の整理整頓を行う。
ウ　①から⑦に付帯して必要とする業務。
（２）　その他


　　別紙４ 給食業務区分表による。
２　給食実施以外の日の調理業務の内容は、次のとおりとする。
（１）　食器具等の洗浄及び磨き
食器類、箸、スプーン、フォーク、お盆、食缶類、調理器具等は、学期毎に１回以上磨き作業を行う。
（２）　調理用機械器具類の清掃、点検作業
調理用機械類の清掃、注油等の点検作業は、月１回以上行う。
（３）　調理室等の清掃及び消毒
ア　調理室、検収室等の腰壁、ラック等は、月１回以上清掃、消毒及び拭き取りを行う。
イ　食品庫、冷蔵庫、冷凍庫等は、毎週１回清掃、消毒及び拭き取りを行う。
（４）　窓ガラス、フード等の清掃
調理室、検収室、配膳室等の窓ガラスは月１回、フード等施設設備の金属製の部分は、学期毎に１回以上拭き取りを行う。
（５）　長期休業（夏、冬、春）中における作業は、様式２により学校長の指定する日に実施する。給食再開にあたっては、事前に調理場の清掃、消毒、機械の点検を実施する。
（６）　その他
ア　残渣処理場所の定期的清掃及び消毒。
イ　流水ます網の週１回以上の清掃。

ウ　ネズミ及び衛生害虫の侵入・発生状況を1ケ月に一回以上点検し、記録する。また、必要に応じて駆除する。
（７）　完了報告書の提出
業務を完了したときは、完了報告書（様式２－２）により、校長に報告する。

第２　施設、設備、物品等の使用
１　乙は、委託業務を行うにあたり、甲が所有する次に掲げる施設、設備、物品等を使用する。使用場所については、「調理場平面図」のとおりとする。
また、光熱水費は甲が負担する。
（１）　検収室、調理室、食品庫等の施設及びこれに付属する機械、器具類。
（２）　休憩室、洗濯室、便所。
２　乙が調達するもの
（１）　調理業務に必要な被服等
作業用白衣、三角巾、帽子、マスク、靴（調理室用、内履用等）、前掛け等。
（２）　その他消耗品
日々消耗する物品について、受託者が負担することが相当と認められるもの詳細については、別紙６「消耗品区分表」に基づき行い、疑義が生じたら協議し決定する。

　　３　業務に関する経費の負担は、別紙５経費負担区分表による。
第３　給食調理業務責任者及び食品衛生管理者
１　法令及び通達事項の遵守
乙は、受託業務の履行にあたっては、学校給食の趣旨を十分理解し、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）などの関係法令、学校衛生管理基準、衛生管理マニュアル、五泉市の衛生管理マニュアルを遵守し、衛生管理の徹底に務めなければならない。
２　給食調理業務責任者、副責任者
給食調理業務責任者（以下「業務責任者という。」）は、栄養士又は調理師を選任し、学校及び教育委員会との連絡調整の任にあたること。また給食調理業務副責任者を選任し、業務責任者を補佐し事故あるときはこの任にあたること。
３　食品衛生管理者の選任及び衛生管理の徹底
乙は、食品衛生管理者を選任し、健康、衛生及び安全管理についての指導、監督を行うとともに、別紙「受託者の遵守事項」に従わなければならない。
４　届　出
業務責任者及び食品衛生管理者は、あらかじめ様式３によって教育委員会に届け出るものとする。また、届出後変更が生じたときは、様式４により速やかに届け出るものとする。ただし、休暇等による代替者については、様式５により学校長へ報告するものとする。

第４　献立表の送付及び業務責任者の責務
１　甲は、献立を決定したときは、速やかに乙の業務責任者に献立表を送付する。
２　乙の業務責任者は、献立表に基づいて、乙の従業員（以下「丙」という。）に仕事の割付及び必要な技術指導を行うとともに、現場において調理等業務に従事する丙を指導、監督する。

第５　調理業務の完了検査
１　調理業務の完了検査は、献立どおり調理が行われたか、校長または、栄養教諭等の検査により確認する。
２　上記確認後、業務責任者の指揮のもと丙は、学級別配食一覧表によって食缶等の盛りつけ、区分け作業を行う。

第６　学級別食数及び実施回数
学校調理場で副食等を供給する学級別食数及び実施回数は、別紙７「年間給食実施計画表」のとおりとする。

第７　調理業務の完了時刻
１　給食実施日の調理業務は、校長が定めた時間までに完了するものとする。
２　回収後の食器、食缶等の消毒作業は、校長が定めた時間までにおおむね完了するものとする。
第８　調理業務等の実施記録
１　乙は、業務責任者に業務を実施した記録票(業務の分担中、給食管理に必要な書類)を作成し、学校長に提出するものとする。
２　乙は、月毎の委託業務が完了したときは、様式８(調理業務委託完了届)を、甲に提出するものとする。
第９　業務管理者の身上管理
乙は、丙の身上及び風紀衛生、服務、規律等の維持について、一切の責任を負うものとする。
第１０　補足的業務についての協議
１　上記以外の補足的業務（調理技術の研修及び講習等）について、必要に応じて校長と業務責任者が連絡をとり、協議して定める。
２　市主催の講習会には、調理業務従事者が受講できるものとする。
第１１　添付書類は次のとおりとする
　１　五泉市学校給食調理業務受託者の順守事項
２　様式１から１０まで(省略)

３　別紙３「調理場平面図」
４　別紙４「給食業務区分表」

５　別紙５「経費負担区分表」
６　別紙６「消耗品区分票」

７　「年間給食実施計画表」(省略)





　　　(学校給食概要を参照)
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